
 

システム監査人推薦制度設置運営要綱 

 

特定非営利活動法人 日本システム監査人協会 

 

（システム監査人推薦制度の設置・目的） 

第１条 特定非営利活動法人 日本システム監査人協会（以下、協会という）は、次の目的

を達成するために、システム監査人推薦制度（以下、推薦制度という）を設置する。 

  （１）システム監査および関連する業務を遂行できる人材に関し、外部から協会に対

して推薦依頼があった場合、協会として、依頼の趣旨に相応しい会員を候補者

として推薦することによって、システム監査に関する社会のニーズに適切に応

え、もって、協会の使命であるシステム監査の普及・啓発を促進する（以下、

１号推薦という）。  

  （２）外部からシステム監査および関連する業務を受託しようとする協会法人正会員

および個人正会員（以下、依頼会員という）から協会に対して推薦依頼があっ

た場合、協会として、依頼会員を受託業務に相応しい会員として推薦すること

によって、会員の適切なビジネス機会拡大のニーズに応え、もって、協会の使

命であるシステム監査の普及・啓発を促進する（以下、２号推薦という）。 

  （３）推薦制度を運営していることを協会外部にアピールすることによって、社会的

なシステム監査に対する認知度を高め、システム監査に対するニーズを掘り起

こし、もって協会法人正会員および個人正会員がシステム監査および関連する

業務に係わる機会を拡大する。 

  （４）推薦制度の適切な運営を通じて協会の社会的認知度を向上させ、「システム監

査の普及を通じて健全な情報化社会の発展に寄与する」という協会の設立主旨

を具現化する。 

 

（推薦制度運営委員会の設置等） 

第２条 協会は、推薦制度を適切に運営するために推薦制度運営委員会（以下、推薦委員

会という）を設ける。 

 ２ 推薦委員会の役割は、次のとおりとする。 

  ① 推薦台帳への登録申請の受付および審査 

  ② 推薦台帳の維持管理 

  ③ 推薦依頼の受付と推薦者の決定 

  ④ 推薦制度の告知  

 ３ 推薦委員会は、推薦制度を円滑に運用するために推薦制度運営細則を設けることが 

できる。 

４ 推薦委員会の委員は、協会理事の中から自薦・他薦を受け、協会理事会で審議決定

する。原則として、毎年、委員の交替を行う。なお、後述の「推薦台帳」に登録され 

ている者、または登録されている法人に所属している者は推薦委員会の委員になるこ 

とはできない。 
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５ 推薦委員会の委員は、次の義務を負う。 

① 委員は、委員会活動を通じて知り得た情報を、外部に洩らしてはならない。なお、

本規定は委員の職を離れた後にも適用する。 

  ② 委員は、委員会活動を通じて知り得た情報を、自己の利益のために利用してはな 

らない。なお、本規定は委員の職を離れた後にも適用する。 

  ③ 委員は、１号推薦依頼者または２号推薦依頼会員と利害関係がある場合には推薦

行為に関与してはならない。 

  ④ 委員は、推薦制度に対する社会的信頼を損なう一切の行為をしてはならない。 

  ⑤ 委員が前各項の規定に違反したことが判明した場合には、協会理事会は、直ちに

当該委員を解任するとともに、違反の程度に応じて会員の除名等厳正な措置を講ず

ることができるものとする。 

 ６ 推薦委員会が行う推薦台帳登録申請の審査、推薦依頼に対する推薦者の決定などの

経緯については、議事録を作成し、原則として３年間保管する。 

 

（推薦台帳への登録） 

第３条 推薦委員会は、推薦を希望する協会法人正会員および個人正会員を予め登録して

おく「推薦台帳」を作成・管理する。 

 ２ 推薦台帳に登録できる者は、協会法人正会員および個人正会員に限る。 

 ３ 推薦台帳への登録を希望する協会会員は、「推薦台帳登録申請書」（以下、登録申請

書という）に必要事項を明記した上で、推薦委員会に登録申請を行う。登録申請書は、

法人正会員用と個人正会員用の２種類を用意する。 

その際、推薦台帳への登録を希望する協会会員は、併せて、協会会長宛の「誓約書」

に署名・捺印し、推薦委員会に提出しなければならない。 

 ４ 推薦委員会は、登録申請書の内容を審査し、必要と認めた場合には登録申請者への

照会その他の調査を実施した上で、登録の可否を決定し、申請者に通知する。 

５ 推薦委員会は、登録を可とした者の登録申請書の内容を推薦台帳に登録する。 

 ６ 推薦委員会は、推薦台帳に登録された者（以下、台帳登録者という）について、登

録内容が虚偽である事実、あるいは誓約書記載内容違反の事実等、登録を継続するこ

とが不適切と思われる事実が発覚した場合には、審査の上、登録を取消し、推薦台帳

から抹消する。 

推薦委員会は、当該台帳登録者について、すでに推薦をした事実がある場合には、 

推薦先に対して速やかに推薦取消の通知をしなければならない。 

７ 協会理事会は、虚偽申告あるいは誓約違反の台帳登録者について、審査の上、除名

等の処分をすることができるものとする。 

 ８ 台帳登録者は、登録内容に変更が生じた場合には、速やかに書面をもって推薦委員

会に推薦台帳記載内容の変更を報告しなければならない。 

推薦委員会は、変更報告の内容を確認し、推薦台帳を更新する。 

 ９ 登録後３年を経過した場合、台帳登録者は、再登録の申請を行い、推薦委員会の審

査を受ける。再登録申請は、初期申請と同様の手続きをもって行う。 
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（１号推薦） 

第４条 １号推薦を依頼しようとする者（企業、自治体、団体など）は、「１号推薦依頼書」

に所定事項を記入の上、推薦委員会に推薦を依頼する。 

 ２ 推薦委員会は、推薦依頼書の内容を確認した上で、推薦することが妥当と判断した

場合、台帳登録者の中から依頼内容に適合した者の推薦を決定し、推薦依頼者に対し

て推薦書を交付して通知する。同時に、推薦を受けた者にその旨を通知する。 

３ （削除）  

４ この場合の推薦は、推薦依頼のあった案件に対してのみ有効であり、広く推薦する

ものではない。また、推薦の有効期限は６カ月間とする。 

５ 推薦依頼に対して推薦できる者がいない場合には、推薦委員会は、理由を添えて推

薦依頼者に通知する。 

 

（２号推薦） 

第５条 ２号推薦を受けようとする台帳登録者は、「２号推薦依頼書」に所定事項を記入の

上、推薦委員会に推薦を依頼する。 

 ２ 推薦委員会は、推薦依頼書の内容を確認した上で、推薦することが妥当と判断した

場合、推薦を決定し、推薦依頼者に対して推薦書を交付して通知する。 

３ この場合の推薦は、推薦依頼のあった案件に対してのみ有効であり、広く推薦する

ものではない。また、推薦の有効期限は６カ月間とする。 

 ４ 推薦依頼に対して推薦することができない場合には、推薦委員会は、理由を添えて

推薦依頼者に通知する。 

 

（推薦制度にかかる費用） 

第６条 １号推薦の依頼者は、費用を要しない。 

 ２ ２号推薦の依頼者は、推薦書の交付を受ける際に、協会に対して１通につき１万円

を納付するものとする。 

 

（推薦の効果等） 

第７条 本推薦制度による推薦は、推薦委員会が、台帳登録申請者が自主的に申請した資

格・実績等に照らして、推薦依頼の要件に付合するとの認識を表明するものではある

が、推薦後に推薦依頼者と推薦を受けた者（１号推薦）、推薦依頼者と相手方（２号推

薦）との間で、業務契約が締結され実施された場合における業務の成果等の品質につ

いて何らの保証をするものではない。 

２ 万が一、推薦依頼者と推薦を受けた者（１号推薦）、推薦依頼者と相手方（２号推

薦）との間で、業務契約の履行に関して係争が発生したとしても、それらの当事者は、 

協会及び推薦委員会の委員を相手方あるいは係争関係人等としないことを認めても

らうものとする。 

３ 万が一、協会あるいは推薦委員会の委員を被告等とする訴訟等が発生し、協会に訴

訟費用等の負担または損害賠償等の責が生じた場合には、推薦を受けた者（１号推薦）

または推薦依頼者（２号推薦）がその全額を代弁するものとする。 
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 ４ 本推薦制度によって推薦を受けた者が、推薦を受けたことを不正に利用した場合、

推薦者に相応しくない行為を行った場合には、推薦委員会は、審査を行った上で、推

薦の取消し、推薦台帳登録の抹消を行い、会員資格の喪失について協会理事会に提案

することができるものとする。 

 ５ 本推薦制度によって推薦を受けた者は、推薦を受けて実施した業務を、顧客の了解

の下で実績として公開することができる。 

 

以上 

 

制定：平成１６年 ４月 １日 

改定：平成２１年１１月１２日 
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